
共 済 な が さ き （17）

　平成 29 年 10 月 13 日付けで、総務省自治行政局公務員部福利課から「地方公務員共済組合が行
う貸付事業の取扱要領の一部改正」について通知されました。
　主な改正内容は、貸付金の財源を被用者年金一元化後の退職等年金給付に係る資金に変更し、退
職等年金給付の基準利率（※ 1）の区分に応じて貸付利率を定めるものです。
　この改正に伴い、平成 30年 1月 1日から貸付利率を次のとおり変更しましたのでお知らせします。

貸付種類 改正後（※2） 改正前
普通、住宅、特別貸付 1.26％ 2.66％

住宅貸付（在宅介護住宅） 1.00％ 2.40％
災害貸付 0.93％ 2.22％

※ 1　退職等年金給付の利子を算定するための率であり、国債の利回りを基礎として毎年 10 月に改定されます。
※ 2　平成 30 年 9 月 30 日までの基準利率に基づく貸付利率であり、基準利率の改定に応じて変動する場合があります。

　これから進学および進級のシーズンを迎えるにあたり、入学金や授業料等を
お借入れの対象とした入学貸付、修学貸付についてご案内いたします。

貸付種類 入学貸付 修学貸付

対象者 組合員又はその被扶養者（被扶養者でない子を含む）

対象経費 入学金（授業料も含む）や家賃など、
入学当年中に必要となる費用 授業料や家賃など、修学中に必要となる費用

対象学校 学校教育法に基づく高等学校、大学、高等専門学校、専修学校または各種学校

貸付限度額 給料月額の6か月分（最高限度額200万円）

修業年限に相当する月数1か月につき15万円
（1年ごとに最高180万円）
（例） 3月、4月の限度額　180万円
　　　　　　5月の限度額　165万円
　　　　　　6月の限度額　150万円

償還方法 貸付けを受けた月の翌月から元利均等償還

1 貸付けを受けた月の翌月から元利均等償還
2  修学期間中は、利息のみ償還し、修学期間が終了した月

の翌月から元利均等償還

上記1、2のいずれかの方法を選択していただきます。

貸付利率 年利1.26％（退職等年金給付の基準利率に基づく貸付利率であり、基準利率の改定に応じて変動する場合があります。）

申込書類

・ 特別貸付申込書（様式第一号の三）
・ 借入状況等申告書（別紙様式第一号）
　※ 様式は共済組合のホームページからダウンロードし取得することができます。
・ 経費の内訳書（別紙様式第三号）
・ 印鑑登録証明書
・ 合格通知書（写）又は入学許可書
・ 入学案内書（写）
（入学金又は授業料等が確認できるもの）
・ 賃借契約書（写）
（家賃等の借入れを行う場合に提出）

・入学許可書又は在学証明書
・入学案内書（写）（授業料等が確認できるもの）
・賃借契約書（写）
（家賃等の借入れを行う場合に提出）

申込締切日
及び送金日

・ 貸付交付希望月の5日までに共済組合へ必着
・ 貸付交付希望月の末日に送金（12月のみ25日送金）
（例）平成30年3月5日（月）までに提出　→　平成30年3月30日（金）に送金
　　　平成30年4月5日（木）までに提出　→　平成30年4月27日（金）に送金

申込方法 各所属所の共済組合事務担当課へ申込書類を提出してください。

その他 ・上記申込書類のほかに、状況に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
・詳細につきましては、共済組合のホームページをご覧願います。

 貸付事業に係る貸付利率の変更について

 入学貸付・修学貸付のご案内


